
新施設に渡り廊下接続する場合は、新施設が消防車寄付きスペース（アリーナ棟
周囲）へのアクセスに支障しないよう、緊急車両の動線を確保すること。
現況と同様の次の２か所の出入、寄り付きスペースへの動線確保が必要である。
・おにおん橋～アリーナ棟北東側外周
・つどーむ橋～アリーナ棟南西側外周

別添資料９　緊急車両動線図(参考)

防災計画書（BCJ-防災-1025）抜粋

消防車の出入・寄り付きが必要な箇所
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